
（6．5．1）　　　館林市議会だより （2）

　

令
和
６
年
館
林
市
議
会
第
１
回
定
例
会
は
、
３
月
１
日
か

ら
３
月
21
日
ま
で
の
21
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
等
は
、
追
加

議
案
も
含
め
24
件
で
、
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と

お
り
同
意
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

人
事
案
件

▽
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
＝
人
権
擁
護
委
員
の
奥
澤
京

子
さ
ん
が
、
本
年
６
月
30
日
を

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
が
、

再
推
薦
し
た
い
と
し
て
、
人
権

擁
護
委
員
法
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
に
意
見
を
求
め
ら
れ
た
も

の
で
、
推
薦
に
つ
き
全
員
一
致

で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
＝
人
権
擁
護
委
員
の
服
部
覚

さ
ん
が
、
本
年
６
月
30
日
を

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
が
、

再
推
薦
し
た
い
と
し
て
、
人
権

擁
護
委
員
法
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
に
意
見
を
求
め
ら
れ
た
も

の
で
、
推
薦
に
つ
き
全
員
一
致

で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
制
定

▽
館
林
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援

条
例
＝
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す

る
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等

が
受
け
た
被
害
の
早
期
回
復
等

を
図
り
、
市
民
が
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会

を
実
現
す
る
た
め
、
本
条
例
を

制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

▽
館
林
市
個
人
番
号
の
利
用
及

び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
用
語
の

追
加
及
び
修
正
を
行
う
た
め
、

多
数
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

▽
館
林
市
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

▽
館
林
市
指
定
介
護
予
防
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並

び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

▽
館
林
市
指
定
居
宅
介
護
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

＝
以
上
、４
議
案
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
関
連
す
る
国
の
基

準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
事
業

所
の
運
営
規
程
の
概
要
等
の
重

要
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
掲
示

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
＝
国
立
大
学
法
人
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
条
ず
れ
に

対
応
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
公
園
競
技
施
設
管
理

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

＝
城
沼
総
合
体
育
館
の
空
調
設

備
設
置
に
よ
る
光
熱
水
費
等
の

負
担
増
に
対
応
す
る
た
め
、
同

体
育
館
の
使
用
料
の
額
を
改
定

す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行

う
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
賛

成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

（
※
本
案
は
総
務
文
教
常
任
委

員
会
に
お
い
て
、
賛
成
少
数
で

否
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
さ
れ

て
い
ま
す
。）

▽
館
林
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
＝
主
に
、

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度

ま
で
の
保
険
料
率
を
改
定
す
る

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
賛
成

に
加
え
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の

掲
載
及
び
公
表
を
事
業
者
に
義

務
づ
け
る
な
ど
、
所
要
の
改
正

を
行
う
た
め
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

４
議
案
と
も
、
全
員
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

◆
追
加
議
案

▽
館
林
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
地
方
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
能
登
半
島
地
震
災
害
に

よ
り
、
家
財
等
の
資
産
に
生
じ

た
損
失
金
額
を
令
和
６
年
度
個

人
市
民
税
に
お
い
て
、
雑
損
控

除
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
特
例
を
設
け
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

▽
群
馬
県
市
町
村
公
平
委
員
会

共
同
設
置
規
約
の
変
更
に
関
す

る
協
議
に
つ
い
て
＝
群
馬
県
市

町
村
公
平
委
員
会
を
共
同
設
置

す
る
団
体
間
に
お
い
て
、
共
同

設
置
規
約
を
変
更
す
る
協
議
を

行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自

治
法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の

議
決
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、


